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中 央 区 の環 境 の現 状 と課 題（案） 

１．地域の概況                                                   

（１）位置・地勢 

本区は東京 23 区のほぼ中央に位置し、5 区（墨田・江東・千代田・港・台東）と接

しています。面積は約 10,115km2 で、東京都総面積の約 0.46%、区部総面積の約

1.62%を占め、23 区では 2 番目に小さな面積となっています。また、東は隅田川、北

は神田川、南は東京湾に臨み、区内には日本橋川と亀島川が流れており、水辺の面積は

区面積の約 18.3%を占めています。 

大部分の土地は、江戸時代以降の埋め立てによりできたため、起伏は少なく傾斜は非

常に緩慢となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央区の位置 
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（２）人口・世帯数 

 本区の人口及び世帯数は近年増加傾向にあり、平成 29 年 1 月 1 日現在で、人口は

149,640 人、世帯数は 85,381 世帯となっています。今後も大規模開発等による人口

増加が続くと見込まれます。 

また、年齢階層別人口比率の推移を見ると、人口増加に伴い、年少人口が増加傾向、

高齢人口が減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来人口推計／今後 10 年間の年齢（３区分）別人口 
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（３）事業所数 

区内の事業所数は近年増加傾向にあり、平成 26 年では 37,749 事業所となっていま

す。 

業種別の事業所数割合を見ると、「卸売業、小売業」が 29.9％と最も高く、次いで、

「宿泊業、飲食サービス業」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中央区ポケット案内 
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（４）土地利用 

本区の土地利用面積の割合は、「宅地」が 42.3％と最も高く、次いで、「道路等」、「水

面・河川・水路」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京の土地利用 平成 23 年東京都区部 
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２．環境の現状と課題                                                

（１）低炭素社会 

 ①現状 

 区内のエネルギー消費量は近年減少傾向にあり、平成 26 年度は平成 20 年度比で

16.9％減となっています。部門別に見ると、民生家庭部門についてのみ増加傾向に

ありますが、その他の 3 部門については減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特別区の温室効果ガス排出量（みどり東京・温暖化防止プロジェクト） 
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 区内の温室効果ガス排出量は、原子力発電所の稼働停止に伴う電力の CO2排出係数

の増加によって近年増加傾向にあり、平成 26 年度は平成 20 年度比で 0.4％減と

なっています。CO2排出量で見ると、産業部門及び運輸部門については減少傾向に

ありますが、民生家庭部門、民生業務部門及び廃棄物部門については増加傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特別区の温室効果ガス排出量（みどり東京・温暖化防止プロジェクト） 
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 区内各駅の乗降人員の 1 日平均値は、近年増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中央区ポケット案内 
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 ②主な課題 

 「中央区役所温室効果ガス排出抑制実行計画」に基づき、区が率先して環境に配慮

した行動を実践していく必要があります。 

 区施設の増改築や設備更新の機会を捉え、太陽光発電システムなどの再生可能エネ

ルギーを導入するとともに、民間施設への導入を推進していく必要があります。 

 次世代エネルギーである水素については、区民、事業者に対して、利活用のメリッ

ト・安全性に関する普及・啓発を促進していくことが必要です。 

 環境負荷低減のため、自家用車から公共交通機関への利用転換を推進していくとと

もに、コミュニティサイクルのさらなる普及を促進していく必要があります。 

 開発事業に際し、事業者に対しては最先端の環境技術導入を要請することにより、

低炭素なまちづくりを推進していく必要があります。 

 本区は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村を擁していま

す。東京都と連携して、大会後を見据えた、環境負荷の少ないまちづくりを推進し

ていく必要があります。 

 地球温暖化対策事業「中央区の森」事業により、二酸化炭素の吸収源である森林の

保全活動を推進していくとともに、区民や事業者に対し事業の周知を図っていく必

要があります。 
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（２）循環型社会 

 ①現状 

 区内のごみ収集量は平成 27 年度にわずかに増加しているものの、長期的に見ると減

少傾向にあり、平成 27 年度は平成 20 年度比で 9.9％減となっています。また、1

人当たりのごみ収集量も減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ収集量の推移 

 

資料：中央区ポケット案内 
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 区内の資源回収量は、年々変動はあるものの、長期的に見ると増加傾向にあり、平成

27 年度は平成 20 年度比で 14.3％増となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中央区ポケット案内 

 

 

 ②主な課題 

 発生抑制・再使用の促進に向け、区民の世帯構成や居住形態などに対応した効果的

な普及・啓発の必要があります。 

 家庭ごみについては、暮らしの中で身近に取り組める生ごみの水切りや資源化可能な紙

類の分別などの普及啓発をさらに促進していく必要があります。 
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指導・助言等の充実を図っていく必要があります。 
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（３）自然共生社会 

 ①現状 

  ●本区の緑被率について 

      平成２９年度に「緑の実態調査」を実施する。 

      調査結果の掲載については、今後調整していく。 

 

 平成 28 年度における、区立公園数は 54 カ所、区立児童遊園数は３３カ所、都立

公園は 2 か所で、合計 89 カ所となっています。公園面積は、年々変動はあるもの

の、長期的に見ると増加傾向にあり、平成 27 年度は平成 20 年度比で 7.5％増と

なっています。また、1 人当たりの公園面積は、人口増加に伴い、減少傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中央区ポケット案内 
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 ②主な課題 

 街路の緑や公園、河川・運河の水辺環境を整備することにより、人々が水や緑とふ

れあうことのできるネットワークを形成していくとともに、昆虫や野鳥等の生き物

が生息する自然環境を創出していく必要があります。 

 屋上・壁面緑化の効用や緑化方法を紹介し、積極的に緑化助成制度を PR するなど、

民間施設の緑化を推進していく必要があります 

 花や緑に包まれた美しいまちづくりを推進するため、地域住民や事業者による緑化

ボランティア活動を積極的に支援していく必要があります。 

 都心部にあり、緑が少ない本区は、公共施設の緑化を推進することにより、都市緑

化の先導的役割を果たしていく必要があります。 
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（４）安全安心な社会 

 ①現状 

 近年の気候変動によって、短時間豪雨（時間 50 ㎜を超える降雨）の多発、熱中症

による被害や猛暑日（最高気温 35℃以上の日）の増加等、区民の生活に様々な影

響が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁統計資料（東京観測所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁統計資料（東京観測所） 
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●区内の自動車保有台数は、平成 23 年度まで減少傾向にありましたが、それ以降は増加

傾向に転じています。車種別にみると、乗用自動車、小型二輪車及び軽自動車が増加傾向

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：関東運輸局資料（軽自動車以外）、中央区区政年鑑（軽自動車） 
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 区は、大気の環境基準適合状況を把握するため、本庁舎別館環境測定室において、

大気質の常時測定を行っています。光化学オキシダントについては、環境基準非達

成の状況が続いていますが、その他の物質については環境基準を達成しています。 

 

大気汚染の状況 

物質名 
平成 20 年度 

(年平均値) 

平成 28 年度 

(年平均値) 
増減率 

二酸化硫黄 0.002 ppm 0.002 ppm ‐ 

一酸化炭素 0.4 ppm 0.3 ppm -25% 

浮遊粒子状物質 0.029 mg/ｍ３ 0.019 mg/ｍ３ -34% 

一酸化窒素 0.011 ppm 0.007 ppm -36% 

二酸化窒素 0.028 ppm 0.022 ppm -21% 

光化学オキシダント 0.024 ppm 0.027 ppm 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区は、河川などの水質を把握するため、定期的に調査を行っています。溶存酸素量

は、水中に溶け込んでいる酸素量であり、生物化学的酸素要求量は河川の代表的な

指標です。 □ で囲われた数値は、環境基準を満たしていませんでした。なお、

亀島川と築地川には環境基準が定められていません。 

 

河川の状況 

河川名 

溶存酸素量 生物化学的酸素要求量 

平成 20 年度 

(年平均値) 

平成 28 年度 

(年平均値) 

平成 20年度 

(年平均値) 

平成 28年度 

(年平均値) 

隅田川 4.5 mg/ℓ 5.0 mg/ℓ 1.6 mg/ℓ 2.9 mg/ℓ 

神田川 5.9 mg/ℓ 4.2 mg/ℓ 1.4 mg/ℓ 4.9 mg/ℓ 

日本橋川 4.7 mg/ℓ 3.0 mg/ℓ 1.3 mg/ℓ 3.9 mg/ℓ 

亀島川 3.9 mg/ℓ 3.0 mg/ℓ 1.3 mg/ℓ 2.3 mg/ℓ 

築地川 2.2 mg/ℓ 4.6 mg/ℓ 2.4 mg/ℓ 2.0 mg/ℓ 

朝潮運河 4.8 mg/ℓ 5.1 mg/ℓ 1.2 mg/ℓ 2.4 mg/ℓ 
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 ②主な課題 

 気候変動によって、集中豪雨の多発、熱中症による被害や熱帯夜の増加等、区民の

生活に様々な影響が生じており、被害リスクを軽減する必要があります。 

 近年、都市部では、ヒートアイランド現象が顕著となっています。高反射率塗料等

ヒートアイランド対策の導入費助成制度の拡大を図り、建物の断熱化を推進してい

く必要があります。 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、区民、事業者の環境美

化意識の高揚を図るとともに、区を訪れる人々に対しては、まちの美化の協力を求

め、快適で美しいまちづくりに向けた取組みを推進していく必要があります。 

 二酸化炭素の削減、窒素酸化物や粒子状物質等の大気汚染物質の削減、さらには、

騒音の低減にも資する、低公害・低燃費車の普及を促進していく必要があります。 

 交通騒音を低減する低騒音舗装やヒートアイランド現象の緩和に資する遮熱性舗装、

集中豪雨等による河川や下水道への負担を軽減する車道透水性舗装など、環境にや

さしい道路の整備を引き続き推進していく必要があります。 

 区内の運河・河川の水質は、排水規制や下水道の整備によって、大幅に改善してき

てはいますが、今後とも水質調査を継続的に実施していくとともに、流域の関連自

治体とも連携のうえ、水環境の保全に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京 2020 大会に向けた暑さ対策推進事業」 

東京都では、東京 2020 大会競技会場周辺で、かつ、観光客等が多く集まる注目度が高

い地域において、人の感じる暑さを緩和する「東京 2020 大会に向けた暑さ対策推進事業」

を実施しています。中央区では、下記のとおり、平成 29 年度の補助対象地域に指定され、

東京都と連携した暑さ対策を推進していきます。 

 

１ 補助対象 

（１）銀座、京橋、日本橋、日本橋室町に係る中央通沿いの区域 

（２）数寄屋橋公園 

 

２ 導入が見込まれる暑さ対策設備（例） 

（１）微細ミスト及び緑化設備 

（２）遮熱性能を有する日除け 
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（５）学びと行動の輪（わ） 

 ①現状 

 区民世論調査や事業者・団体意識調査の集計概要（グラフ）を入れる。 

（日常生活での取り組み、事業者として必要な取り組みなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②主な課題 

 区民、事業者の環境問題への関心を高めるために、区立環境情報センターを活用し、

積極的な環境情報の発信および提供を行う必要があります。 

 区民・事業者などが環境について学び・活動する機会を設け、地域において環境問

題に取り組む人材の育成を図るとともに、参加者が連携して環境活動に取り組む仕

組みを作る必要があります。 

 今後も人口・世帯数の増加が見込まれることから、中央エコアクトの実践やエネル

ギーマネジメントの導入により家庭や事業所における低炭素型のライフスタイル・

ビジネススタイルへの転換を推進していく必要があります。 

 住宅・事業所建築物の省エネルギー化を図るため、自然エネルギー・省エネルギー

機器助成制度の充実を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央区立環境情報センター 


